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事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

2

① 東部丘陵線推進事業
愛知高速交通㈱に対して、県、沿線市及び民間企業に
よる金融支援等を実施する。 継続 3

② 地域公共交通会議事業

市内外の住民に対して、利便性の高い地域公共交通の
展開を図るため、公共交通の利用実態や利用者満足度
を調査・分析している「地域公共交通会議」を運営し、連
携計画で掲げた計画事業の実施目標を達成していく。

改善・見直し 4

③ リニモ活性化事業

市内外の住民に対して、東部丘陵線連絡協議会（愛知
県と沿線市で構成）でリニモとリニモ沿線の施設を活用
したリニモウォーキングやリニモツアーズなどのイベント
を開催する。

改善・見直し 5

6

① 広報紙発行事業
毎月一回広報紙を発行し、市内に全戸配布している。ま
た、市内公共施設や大学にも設置し、利用者に周知して
いる。

継続 7

② 市ホームページ運用事業
市内外の住民に、市政情報を提供する市ホームページ
の運営及び管理を実施する。 継続 8

③
ケーブルテレビ
番組制作事業

市内外の住民に市政情報を動画で伝える手段として、
ひまわりネットワークのケーブルテレビで、30分の情報
番組(1日4回以上、月曜日に内容更新)を作成し放映し
ている。

継続 9
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ている。

④
公共施設ガイド
マップ作成事業

市民に対し、公共施設等の情報が入った地図を作成す
る。 継続 10

11

① 広聴事務事業
市に関わる全ての人に対して、ご意見「市政ご意見箱」
及び提案「一平さんにひと言」を紙媒体と市ホームペー
ジにて受け付けている。

継続 12

【総務部】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

14

① 行政改革事業
現状に即した行政改革の取組を進めるため、行政改革
指針の策定に着手する。 改善・見直し 15

② 行政評価事業
市が行っている事務事業の改善を図るため、事務事業
の効果測定を行うとともに今後の方向性を検討する「行
政評価」を毎年度実施する。

改善・見直し 16

17

① 平和行政事業
市民を対象に、原爆写真パネル展及び中学生広島平和
体験学習事業を年一回、終戦記念日前後に実施する。

改善・見直し 18
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19

① 選挙啓発事業
市内の住民を対象に、各種選挙での投票率の向上を図
るため期日前投票期間中の選挙啓発活動、明るい選挙
啓発ポスター募集、選挙出前トーク等を実施する。

改善・見直し 20

21

① サービスコーナー事業
市内外の市民等に、住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄
抄本等の交付や市発行の書籍等の販売、文化の家の
チケット等を販売している。

改善・見直し 22

23

① 租税教室
小学校6年生を対象に税金の役割について租税教育を
実施している。 継続 24

②
税に関する作文・
書き初めコンクール

中学生を対象に税金について考えるきっかけとして作文
コンクールを実施。小学校５、６年生対象に税に関する
書き初めコンクールを実施して、確定申告期間に受賞作
品を市役所及び杁ケ池体育館に展示し啓発活動を実施
している。

継続 25

③
口座振替推進・
PR事務

納税者に対して広報・ホームページ等で納期内納付を
周知するとともに確定申告時期に合わせて口座振替案
内のポケットティシュを配布して納税意識を向上させる。

継続 26

【くらし文化部】

納税普及・啓発事業

収納課8

選挙啓発事業

行政サービスコーナー管理事業

行政課6

市民課7
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28

① 男女共同参画推進事業
市民に対し、男女共同参画の理念を伝えるため、講座
開催、講演会開催、啓発事業として標語・川柳を募集し
表彰する事業等を実施。

継続 29

30

① 地域間交流事業

市民間及び自治体間の交流を推進する。特に友好提携
を結んでいる長野県南木曽町及び兵庫県宝塚市との交
流を推進する。また、自治体間相互訪問を実施したり、
本市及び南木曽町施設利用優待制度を実施している。

継続 31

32

① 大学連携事務事業

市内４大学をはじめ近隣の大学と連携し、大学連携推
進協議会、大学連携連絡調整会議等の開催、学生向け
の市長秘書インターンシップ等を実施する。また、大学と
市との連携を密にし、情報共有を行う。

継続 33

②
大学連携提案
助成金事業

地域課題の解決及び地域の魅力の向上を目的として実
施する事業に要する経費の一部又は全部を助成金とし
て行政と連携する大学に対して交付する。

改善・見直し 34

③
大学連携基本
計画策定事業

市内４大学をはじめ近隣の大学と連携し、大学・地域・
行政が協働するまちづくりを推進するため、今後の方針
を定める基本計画を策定する。

改善・見直し 35
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36

① 国際化事務事業
市民及び行政が国際交流を行うための、大使館等への
出張旅費、表敬訪問対応、国際郵便等の筆耕翻訳国際
交流等を行っている。

継続 37

② 国際交流協会補助事業
長久手市国際交流協会を、市民、大学、企業と行政とを
つなぐパイプ役として位置づけ、協会に対し、事業費を
補助する。

改善・見直し 38

③ 姉妹都市事業
市民及び行政が姉妹都市ベルギー王国ワーテルロー
市との友好親善を深めるための訪問団相互派遣、国際
郵便筆耕翻訳等を行っている。

改善・見直し 39

40

① 観光ＰＲ事業

市観光交流協会が、市内外での観光イベントでブースを
設置し、観光ガイドブックや市内集客施設のパンフレット
などで市の観光PRや交流などを行う事業に対して補助
金を交付する。

継続 41

42

① 商工事務事業
市商工会及び地元中小企業を支援するため、補助金を
交付する。 継続 43

② 小規模企業等振興事業
年間を通して市内中小企業からの随時融資の受付を行
うため、市内及び周辺の金融機関と覚書を締結し、預託
金制度を行う。

継続 44

国際化事業

たつせが
ある課

観光交流推進事業

13

商工振興事業

たつせが
ある課

12

14

たつせが
ある課

③ 信用保証料補助事業
中小企業が融資を受けた際に支払う信用保証料の補助
を随時受け付ける。 継続 45

46

① 市民まつり事業
市民が主体となって実行委員会を組織し、まつり全体の
企画・運営を行う。 継続 47

48

① 防災訓練事業
市民や職員、その他団体等を対象に、防災訓練への参
加を促進するために、啓発品等の購入を行う。

改善・見直し 49

50

① 防災講習会実施事業
自治会等地元組織を対象に、消防署、消防団等様々な
団体との連携を図りながら、防災講習会を実施する。 拡充 51

② 自主防災資機材貸与事業
１年間のうちに、１回３０人以上の防災講習会を３回実
施した自主防災会へ防災倉庫及び防災資機材の貸与
を行う。

改善・見直し 52
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17
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53

① 交通安全対策事業
交通指導員が学童に対し、交通安全教育、登下校の交
通指導や交通安全のための各種啓発活動などを行う。 継続 54

② 交通安全啓発事業

市民を対象に交通安全に関する講習会やキャンペーン
を実施する。高齢者の交通事故が多発していることか
ら、シニアクラブや敬老大会においても啓発を実施す
る。各季の交通安全運動にあわせて街頭にて啓発キャ
ンペーンを実施する。

改善・見直し 55

56

① 防犯対策事業
防犯協会の運営、愛知地区防犯協会連合会への助成
を行う。 継続 57

② 自主防犯活動支援事業
地域の自主防犯ボランティア団体の設立支援、育成を
行う。 継続 58

③ 防犯啓発事業
街頭活動やキャンペーンの実施、児童、高齢者、市民を
対象とした防犯教室を開催する。

改善・見直し 59

60

① 防犯街路灯維持管理事業
防犯街路灯の整備によって、市民生活の安全を守るた
めに既設の防犯街路灯の維持管理を行う。 継続 61

② 防犯街路灯整備事業
防犯街路灯の整備によって、市民生活の安全を守るた
めに、市内の適正箇所に防犯街路灯の維持を行う。 継続 62

19

20

18

防犯街路灯事業

安心
安全課

交通安全事業

安心
安全課

防犯事業

安心
安全課

めに、市内の適正箇所に防犯街路灯の維持を行う。

63

① 清掃センター運営事業

市民が清掃センター（エコハウス）を利用するにあたり、
清掃センターの適切な維持・管理・運営を実施する。ま
た、資源回収ステーションでの、資源回収及び再資源
化、リユース倉庫での不用品（子ども服、図書等）の回
収配布を実施する。

改善・見直し 64

65

① ごみ啓発事業
ごみ啓発事業として、愛・Ｎクリーン、リサイクルマーケッ
ト、環境フェア、コンポスト等購入補助を実施する。 改善・見直し 66

67

① 生涯学習情報誌事業
市民や、市内講座・ボランティアに参加したい方に各種
講座や社会教育関係団体を紹介し、学習情報の充実に
努める。

継続 68

② 学校開放事業
土曜日に長久手市立北小学校及び北中学校の施設を
学校教育に支障のない範囲で市民の文化活動等のた
めに開放する。

改善・見直し 69

70

① 成人式事業

市内在住・在学・在勤の新成人に対し、新成人による実
行委員会を設置し、開催の準備をして、成人の日に文
化の家森のホールで成人式の式典を挙行。式典後に、
成人式の参加者を対象に茶話会（アトラクション）を開催
する。

改善・見直し 71

23

24

21

22

成人式事業

生涯
学習課
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72

① 家庭教育推進事業
保育園保護者会、幼稚園保護者会及び小中学校ＰＴＡ
に対して、講座、勉強会、講演会、観劇会等の実施事業
の講演料の一部を助成する。

継続 73

74

① 公民館施設管理事業
市民及び公民館利用者にとって、交流や学びの場とな
る公民館の管理・運営を行う。 継続 75

②
ながくて・学び・
アイ講座事業

市内在住、在勤、在学の方（ただし、講座によっては一
定期日までに募集定員に満たなければ市外の方も可）
を対象に公民館において、市民が興味を持つ講座を開
講する。

継続 76

77

① 公民館講座事業
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方を対象に、各種
講座を実施し、参加者同士が交流しながら楽しく学ぶ機
会を提供する。

継続 78

② 大学連携講座事業
市と大学が連携することで、大学における専門的な知識
を市民に伝えるとともに、研究成果を社会へ還元する。 継続 79

③ ながくて市民大学事業
退職後の世代を対象とし、生涯学習へ導くための具体
的事業として「市民大学」を実施する。

改善・見直し 80

81

①
社会教育団体
補助事業

社会教育団体から申請された事業内容等を審査し、補
助金を交付。事業実施後に実績報告を受け、内容を審
査し、適正な補助金の活用を確認している。

継続 82

83

26

25

28

27

青少年健全育成事業

家庭教育事業

社会教育団体補助事業

生涯
学習課

生涯
学習課

公民館事業

生涯
学習課

生涯学習推進事業

生涯
学習課

83

①
青少年健全育成
作文コンクール事業

市内中学校２年生に対して、愛知県等が主催する青少
年健全育成にかかる作文コンクールの募集作品を募集
する形で実施している。

改善・見直し 84

85

①
古戦場野外活動
施設管理運営事業

野外活動施設を訪れる市民に対し、郷土資料室の運営
を適切に行う。

改善・見直し 86

87

① 色金山茶会
色金山歴史公園で、文化協会と協働して毎月茶会を開
催し、茶道に親しむ機会を作る。 継続 88

②
色金山歴史公園
茶室管理棟運営事業

色金山歴史公園茶室の利用者に対して維持管理が行
き届いた色金山歴史公園茶室を提供し、胡牀庵・和室
の貸出しや立礼席で抹茶サービスを提供することで、利
用者の増加を図る。

継続 89

90

① 古戦場桜まつり事業
古戦場桜まつりに訪れる人と市民に対し、古戦場公園
で古戦場桜まつりを実施する。

改善・見直し 91

92

① 学校開放事業

市民（市内在住、在勤、在学の方で構成されている10人
以上の登録チーム）を対象に市立小中学校の体育館及
び運動場を学校教育に支障のない範囲で地域住民の
スポ－ツ及びレクリエーションに開放する。

継続 93

29

30

32

33

青少年健全育成事業

生涯
学習課

古戦場野外活動施設管理運営事業
生涯

学習課

31

学校開放事業

生涯
学習課

色金山歴史公園管理運営事業

生涯
学習課

古戦場桜まつり事業
生涯

学習課
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94

① 社会体育事業
市内在住、在勤、在学の方に、市内のスポーツ施設を
使用し、スポーツ教室を開催する。 継続 95

② マラソン大会事業
走ることが好きな人を対象に愛・地球博記念公園を使用
して新春ふれあいマラソン大会を開催する。 継続 96

③ 文化スポーツクラブ事業
学校週５日制を契機に、児童生徒の学校部活動を地域
や行政と共に支援するもの（外部指導者、指導手当の
予算化、大会の開催等）。

継続 97

④ 学校プール開放事業
市内外の者に８月の夏休み期間中に長久手小学校の
プールを開放する。 継続 98

⑤
愛知万博記念市町村
対抗駅伝大会事業

市内在住、在勤、在学（小・中・高生は保護者が在住の
方）等の条件の下、県内５４市町村の代表者が、モリコ
ロパークを利用し、駅伝にて順位を競う。

継続 99

100

①
総合型スポーツ
クラブ運営事業

市民に地域と密着したスポーツ及びレクリエーション活
動の機会の提供を通して、住民の健康づくり、地域社会
の活性化に寄与することを目標とし、「いつでも、どこで
も、誰でも」を合言葉に、子どもから高齢者、初心者から
上級者まで参加できる各種スポーツ教室やイベントを開
催する。

継続 101

【福祉部】

35

総合型スポーツクラブ運営事業

生涯
学習課

地域社会体育事業

生涯
学習課

34

【福祉部】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

103

① 地域福祉推進事業
職員が、新しい福祉施策を創造するための調査研究と
して、福祉自治体ユニットへの参加、体験研修を実施す
る。

継続 104

②
社会福祉協議会
補助事業

長久手市社会福祉協議会に対して、地域に根ざした地
域活動を実施するため運営費の一部を補助金として交
付する。

継続 105

③ 支え合いマップ策定事業 市民が中心となり、支え合いマップを作成する。 継続 106

107

① 戦没者追悼事業
戦没者への追悼及び平和への誓いのため、戦没者遺
族及び市民が参列できる追悼式を年１回実施する。 継続 108

109

① 障がい者社会見学
障がい者の社会参加を促進するため、障がい者を支援
する団体が障がい者を対象に社会見学事業を企画・運
営して実施する場合に補助金を交付する。

改善・見直し 110

36

37

心身障がい者社会見学事業

福祉課38

地域福祉推進事業

福祉
施策課

戦没者追悼事業

福祉課

事業
番号

担当
課等名

事業名（Ａ票） ページ
番号
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事業名（Ａ票）
事業
番号

担当
課等名

ページ
番号

111

① 障がい者計画評価部会

障がい者や障がい者支援団体、家族会に対するアン
ケートやヒアリングを行い、課題を抽出した。その課題の
解決をめざし、障がい者自立支援協議会等で協議を
行っている。 また、ながふく障がい者プランの進捗状況
を、障がい者計画評価部会で進行管理・評価を実施して
いる。

改善・見直し 112

113

①
障がい者総合支援
通所施設事業

福祉の家内の障がい者福祉施設を指定管理業務で運
営し、そこへ通所する利用者に、障害者総合支援法に
基づく障害福祉サービスを提供している。

継続 114

115

① 災害救助対策事業

障がい者及び高齢者を支援するため、災害に備え、災
害時に必要となる非常食や紙おむつ等の備蓄を行う。
また、避難時に支援が必要な人の名簿を作成し、消防
や自治会連合会等への情報提供を行い、緊急時の地
域の支援体制の構築を目指す。

改善・見直し 116

117

① 日常生活用具給付事業

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な方（満65
歳以上のひとり暮らしの方、満75歳以上の方のみの世
帯）を対象に電磁調理器の購入費を1回に限り給付す
る。

継続 118

常時、紙おむつが必要な方（要介護2以上の方、介護保
険施設に入所していない方、本人の所得が200万円未

高齢者日常生活補助事業

福祉課

障がい者総合支援通所施設事業

災害救助対策事業

福祉課

40

41

障がい者計画策定・評価事業

福祉課39

② 紙おむつ助成事業
険施設に入所していない方、本人の所得が200万円未
満の方）を対象におむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋
等の購入金額の9割、年度上限額5万円までを助成す
る。

継続 119

③ 家族介護慰労金支給事業

要介護度４又は５の高齢者を過去１年以上在宅で介護
している家族介護者で、世帯構成員の主たる生計中心
者が市民税非課税者であり、且つ、要介護認定を受け
た被保険者が、介護期間において法第４０条に規定す
る介護給付を１年間受給していない方を対象に年に１回
100,000円の慰労金を支給する。

継続 120

④ 訪問理美容サービス事業

要介護3以上の寝たきり状態の方又は65歳以上の認知
症高齢者の方、身体障害者手帳1級（内部疾患障がい
者を除く。）の方を対象に1回につき3,000円を助成（年間
6回以内）する。

継続 121

⑤ 高齢者住宅改修事業

65歳以上の方、改修する住宅に住民登録されている
方、市民税非課税世帯を対象に手すりの取り付け、段
差解消等の住宅の改修費用を30万円を限度に全額補
助する。

継続 122

長寿課42
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事業
番号

担当
課等名

ページ
番号

123,
124

①
「食」の自立
支援事業

買い物、調理等が困難で、日常生活に支障のある方
（65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯）を対象に自己負担額300円で、給食の宅配による栄
養管理、安否確認を行う。

拡充 125

② 家具転倒防止事業

65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯、身体障害者手帳2級以上の方、療育手帳B判定以
上の方、精神障害者保健福祉手帳2級以上の方、要介
護認定で要介護3以上の方を対象に設置費用の9割を
助成する。

継続 126

③ 寝具洗濯乾燥事業

要介護3以上の寝たきり状態、又は65歳以上の認知症
高齢者の方、65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の
方のみの世帯、身体障害者手帳１～２級の方を対象に
費用の9割を助成する。

継続 127

④
徘徊高齢者等
家族支援事業

不意の外出（徘徊）の見られる認知症高齢者、知的障が
い者を介護する家族を対象にＧＰＳ機能のある専用端
末を貸出し、高齢者等が行方不明になった時の早期発
見に役立てる。

継続 128

⑤
ワンコイン
サービス事業

65歳以上のひとり暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯を対象に在宅の高齢者が抱える軽度な日常生活の
困りごとを、100円または500円のワンコインで有償ボラ
ンティアが手伝う。

改善・見直し 129

⑥ 防犯対策事業
65歳以上のひとり暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯を対象に玄関前等にセンサーライトを取り付ける費用
を9割助成する。

継続 130

高齢者福祉事業

長寿課43

を9割助成する。

⑦
緊急通報システム
設置事業

65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯、日中又は夜間において長時間に渡り独居状態にな
る重度身体障がい者を対象に緊急時の通報機器に係
る費用の9割を助成する。

継続 131

⑧
ホームヘルパー
派遣事業

65歳以上のひとり暮らしの方又は75歳以上の高齢者の
み世帯で、要介護認定にて非該当判定の方、介護認定
申請中の方を対象に調理、衣類の洗濯及び補修、住居
等の掃除及び整理整頓、生活必需品の買物等の支援
を行う。

改善・見直し 132

⑨ デイサービス事業

65歳以上のひとり暮らしの方、75歳以上の方のみの世
帯、介護認定申請中の方又は要介護認定で非該当の
方を対象に日常生活訓練や趣味活動を通して、身体的
な機能低下を防ぎ、生きがいのある生活を送る。

改善・見直し 133

134

①
高齢者文化施設
優待事業

市内在住の満６５歳以上の市民を対象に年度内に名都
美術館に３回、トヨタ博物館に１回、無料で入館すること
ができる。

継続 135

② あったかぁど事業
市内在住の満６５歳以上の市民を対象にござらっせの
優待料金による利用、福祉浴室、歩行浴室の利用及び
N-バスの無料乗車ができる。

継続 136

③ 高齢者外出促進事業
市内在住の満６５歳以上の市民を対象に年に1回マナカ
チャージ券（1,000円分）を交付。 継続 137

高齢者優待事業

長寿課44
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138

① 老人憩の家管理事業
市内在住の満６０歳以上の市民を対象に地域の高齢者
の交流、憩いの場所として、適切な環境整備、運営管理
を行う。

継続 139

140

①
生きがいセンタ－
運営事業

市内在住の満６０歳以上の市民を対象に高齢者の方の
憩のためのレクリエーション・教養向上・交流・ふれあい
を図り、高齢者の生きがい活動を推進するための運営
管理を行う。

継続 141

142

① 介護予防事業

市内在住で要介護認定を受けていない人を対象に要支
援・要介護状態になることなく、元気で生き生きとした生
活を送ることができるよう介護保険法に基づき運動・口
腔・栄養・閉じこもり・うつ及び認知の５項目に関連した
介護予防事業を実施する。

改善・見直し 143

144

①
ファミリーサポート
センター運営事業

小学生までの子どもを育てている保護者のうち、子育て
の援助を受けたい人に対して支援を行う。 改善・見直し 145

146

①
子育て支援センター
運営事業

市内の子育て中の親子に対し、子育て支援センターを
運営し、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進を
する。

拡充 147

老人憩の家管理事業

長寿課45

生きがいセンタ－運営事業

長寿課46

介護予防事業

長寿課47

ファミリーサポートセンター運営事業

子育て
支援課

48

子育て支援センター運営事業

子育て
支援課

49

148

①
放課後児童クラブ
運営事業

放課後に、保護者が就労等により留守になる家庭に対
し、児童を保護者に替わって預かる。 拡充 149

150

① 児童館活動事業
乳幼児及びその保護者、児童を対象に、児童厚生員が
料理教室、人形劇公演、お楽しみ遠足等を実施する。 継続 151

② 児童館まつり実施事業
乳幼児及びその保護者、小学生を中心とした児童に対
し、こどもスタッフ会議を実施し、児童館まつりを実施す
る。

拡充 152

153

①
放課後子ども教室
運営事業

西小学校及び南小学校の放課後子ども教室登録者に
対し、小学校の余裕教室を利用して、放課後子ども教室
を実施する。

拡充 154

155

① 健診事業
当該年度中に被保険者となる者に対し受診案内を送付
する。

改善・見直し 156

157

① 趣旨普及事業
長久手市国民健康保険に加入している７０才～７４才の
被保険者に対して、高齢受給者証一斉更新（７０才以
上）に合わせて、制度案内パンフレットを送付した。

改善・見直し 158

放課後児童クラブ事業

子育て
支援課

50

児童館利用促進事業

子育て
支援課

放課後子ども教室事業

子育て
支援課

52

健診事業
保険

医療課
53

国民健康保険事業

保険
医療課

54

51
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ページ
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159

① 保健衛生普及事業
国保加入者に対して、保健事業（健康教室、医療費通
知、まちの保健師活動等）を実施。

改善・見直し 160

② 特定健康診査事業
国保加入者に対して、特定健診、特定保健指導を実
施。 改善・見直し 161

162

① 健康教育事業
「第２次長久手市健康づくり計画」に基づき、市民に対し
て市民の健康づくりに関する意識を高めるため、健康講
座を実施する。

継続 163

② ８５２０運動事業

「第２次長久手市健康づくり計画」に基づき、「歯の健
康」の領域における取り組みとして、生涯を通じた歯の
健康づくりを進める。８５歳で２０本以上自分の歯を保つ
ことを達成した市民に表彰する。

拡充 164

③ 健康展事業
「第２次長久手市健康づくり計画」に基づき、様々な年代
の人が多数訪れる「ながくて市民まつり」の機会を捉え、
健康展を開催する。

継続 165

④ 精神保健事業

「第２次長久手市健康づくり計画」に基づき、「こころ」の
領域における取組として、「こころの体温計」システムを
導入し、市民が携帯電話やパソコンから、いつでも、どこ
でも、気軽にストレスや落ち込み度をセルフチェックでき
るようにする。

継続 166

⑤
禁煙外来治療費
助成事業

第２次長久手市健康づくり計画に基づき、「たばこ・アル
コール」の領域における禁煙に取り組みやすい環境づく
りの具体的な対策として、市民に禁煙に向けた取組を支
援する。

継続 167

保健事業

保険
医療課

健康づくり事業

健康
推進課

55

56

【建設部】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

169

① 農業振興事業
耕作放棄地及びその土地所有者を対象に景観作物を
植えること。 継続 170

171

① 平成こども塾企画事業
市民を主体とする小中学生とその保護者を対象に環境
団体、地域で活動する団体（サポート隊）や専門家の指
導の下、様々な体験活動を実施する。

継続 172

【教育部】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

174

① 給食物資調達事業

市立小中学校児童生徒及び市立保育園園児の給食用
物資として、地場産農畜産物の優先使用し、食材を不足
無く調達する。また、給食用物資選定委員会を開催して
いる。

継続 175

事業
番号

農業振興事業
みどりの
推進課

57

平成こども塾事業

みどりの
推進課

58

担当
課等名

事業名（Ａ票）

事業
番号

担当
課等名

事業名（Ａ票） ページ
番号

ページ
番号

給食物資調達事業

給食
センター

59
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ページ
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176

① 中央図書館運営事業
市民を始めとする図書館利用者に対し、図書資料を収
集、整理、保存し、提供する。 継続 177

② 講座等企画事業
市民を始めとする図書館利用者に対し、図書館講座や
企画展を実施する。 改善・見直し 178

【会計管理者】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

180

① 公共料金口座振替化事業
施設を管理している全職員に対し、光熱水費の一部の
伝票を会計課で「公振くん」のシステムを活用し一括で
作成をする。

継続 181

【消防本部、消防署】

事務事業名（Ｂ票） 事務事業概要 今後の方向性

183

危険物安全協会が行う、火災予防普及啓発事業に対し

消防補助事業

60

事業
番号

担当
課等名

事業名（Ａ票） ページ
番号

事業
番号

担当
課等名

事業名（Ａ票） ページ
番号

中央図書館事業

中央
図書館

公共料金口座振替化事業

会計課61

① 危険物安全協会補助金
危険物安全協会が行う、火災予防普及啓発事業に対し
て、１００，０００円の補助金を交付している。 継続 184

② 女性消防クラブ補助金
女性消防クラブが実施する、火災予防推進事業、研修
事業等に対して、３５０，０００円の補助金を交付する。 継続 185

186

① 入団促進事務事業

市民や事業所等に対し、消防団活動への理解を深めて
もらい、新入団員の募集を啓発している。各種消防団事
業の地域住民参加型での実施や広報媒体での集中的
なＰＲなど、機会を捉え実施している。

継続 187

② 消防団啓発事務事業
市民や地域、事業所等に対し、防災講習会や防災訓
練、地域参加型の各種訓練事業の実施など、参加機会
を増やし、団活動の周知、理解をＰＲしている。

継続 188

③
消防団資機材
整備事務事業

消防団３分団に対し、各種災害対応等の消防団活動に
おいて、消防力を向上させる資機材備品を配備する。 継続 189

190

① 予防広報事業

市内外の住民に対して広報ながくて、市ホームページ、
全戸回覧等の広報及び標語川柳の募集を通じ市民一
人一人に火災の予防を考えていただく広報活動を実施
している。

拡充 191

②
住宅用火災警報器
設置促進事業

住宅の所有者、管理者又は占有者（住宅の用に供され
る防火対象物を含む）に警報器の設置状況を把握する
アンケートを行い、設置の促進及び設置後の維持管理
について方策を確保する。

継続 192

③ 予防事業
枯草が繁茂する空き地の所有者に対し、文書による通
知を行い枯草を除去するよう指導している。 継続 193

消防本部
総務課

62

消防団活性化事業

消防本部
総務課

火災予防広報事業

消防本部
予防課

63

64
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194

① 防火管理講習会事務

防火管理者の選任が必要な事業所に対し、市が開催す
る防火管理講習の案内を郵送通知、広報掲載、ホーム
ページ掲載により周知し、年に一回防火管理講習（甲種
防火管理新規講習及び乙種防火管理講習）を実施す
る。

継続 195

② 文書通知事務

消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象
物のうち、点検した結果を報告する期限が経過し、また
は期限が迫る防火対象物に対して、報告期限を記載し
た通知を送付する。

改善・見直し 196

197

① 少年消防クラブ事務事業
市内小学校に通う５・６年生を対象に愛知県消防学校が
行う消防画稿一日体験入校及び市防火作品募集（作品
展含む。）を実施しています。

継続 198

199

① 消防隊員育成事業
消防隊員が災害対応に必要な知識・技術を習得するた
め、各種特別教育や救助隊員シンポジウムに出席す
る。

継続 200

② 消防訓練事業
地域自治会や事業所と消防訓練を行い、通報・避難時
の正しい対応や初期消火を学んでもらう。 継続 201

202

① 救急業務普及啓発事業
長久手在住、在勤の方を対象にAEDの使用方法等の応

継続 203

67

65

防火管理事務

消防本部
予防課

火災予防組織育成事業

消防本部
予防課

66

消防隊員育成事業

消防署

救急業務啓発事業

消防署68
① 救急業務普及啓発事業

長久手在住、在勤の方を対象にAEDの使用方法等の応
急手当の講習を行う。 継続 203
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